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六
朝
志
怪
小
説
を
研
究
す
る
際
に
、
ま
ず
検
討
す
べ
き
も
の
は
テ

キ
ス
ト
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
の
テ
キ
ス
ト
も
お
よ
そ
宋
代
頃

に
は
散
侠
し
て
し
ま
い
、
著
さ
れ
た
当
時
の
形
を
知
る
こ
と
が
で
き

な
い
か
ら
で
あ
る
。
六
朝
志
怪
小
説
の
代
表
作
で
あ
る
干
宝
『
捜
神

記
』
も
そ
の
弊
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
現
在
、
『
捜
神
記
』

に
は
八
巻
本
・
道
蔵
本
・
敦
燻
本
な
ど
、
い
く
つ
か
の
テ
キ
ス
ト
が
あ

る
が
、
そ
の
な
か
で
も
明
代
万
暦
年
間
に
『
秘
冊
彙
函
』
に
収
め
ら

れ
た
二
十
巻
本
『
捜
神
記
』
が
、
最
も
原
書
に
近
い
と
さ
れ
て
い
る
。

だ
が
、
原
書
に
最
も
近
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
も
、

や
は
り
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
二
十
巻
本
『
捜
神
記
』
は
明

人
が
類
書
な
ど
に
残
存
す
る
「
捜
神
記
」
の
侠
文
を
輯
め
て
成
立
し

た
も
の
で
あ
り
、
原
書
『
捜
神
記
』
に
は
存
在
し
え
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
記
事
が
混
じ
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
の
中
で

は
じ
め
に 『

捜
神
記
』

六
巻
七
巻
に
至
り
て
は
、
全
て
雨
『
漢
書
』
五
行
志
を
録
す
。

大

村

由

紀

子

も
、
と
り
わ
け
第
六
•
七
巻
は
、
他
の
十
八
巻
と
文
体
が
異
な
り
、

正
史
五
行
志
の
記
事
と
酷
似
し
て
い
る
と
い
う
理
由
に
よ
り
、
明
人

の
偽
託
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
き
た
。

本
稿
は
、
こ
の
第
六
・
七
巻
を
取
り
上
げ
、
正
史
五
行
志
を
抄
録

し
て
成
立
し
て
い
る
と
い
う
従
来
の
説
を
検
証
し
、
そ
の
上
で
二
十

巻
本
『
捜
神
記
』
の
編
纂
・
成
立
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。

問
題
の
所
在

ま
ず
、
第
六
・
七
巻
が
正
史
五
行
志
の
抄
録
で
あ
る
と
い
う
説
の

発
端
と
な
っ
た
、
『
四
庫
全
書
総
目
提
要
』
子
部
九
・
小
説
家
類
三
（
以

下
『
四
庫
提
要
』
と
略
称
）
の
記
事
を
次
に
挙
げ
る
。

第
一
章

第
六
・
七
巻
成
立
過
程
小
考

(27) 
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司
馬
彪
〔
干
〕
賓
の
前
に
在
り
て
、
『
績
漢
書
』
〔
干
〕
應

に
見
る
に
及
ぶ
べ
し
と
雖
も
、
決
し
て
連
篇
紗
録
し
一
字
も
更

め
ざ
る
の
理
無
き
に
似
た
り
。
殊
に
疑
う
可
き
と
為
す
。
然
れ

ど
も
其
の
書
の
叙
事
古
雅
多
く
‘
書
中
の
諸
論
も
亦
た
六
朝

の
人
に
非
ざ
れ
ば
作
る
能
わ
ず
、
他
の
個
書
と
同
じ
か
ら
ず
。

疑
う
ら
く
は
即
ち
諸
書
の
引
く
所
に
残
文
を
綴
合
し
、
傭
う
る

に
他
説
を
以
て
す
と
。
亦
た
『
博
物
志
』
・
『
述
異
記
』
等
と
典

に
す
。
但
し
二
書
（
『
博
物
志
』
・
『
述
異
記
』
）
を
輯
す
る
者

は
耳
目
陰
隠
な
る
が
故
に
綽
淵
百
出
す
。
此
の
書
（
『
捜
紳
記
』
）

を
輯
す
る
者
は
則
ち
多
く
古
籍
を
見
、
頗
る
罷
例
に
明
る
く
‘

故
に
其
の
文
斐
然
と
し
て
観
る
可
し
。
之
を
細
か
く
核
す
る

に
非
ざ
れ
ば
朔
ず
る
能
わ
ず
。

『
四
庫
提
要
』
は
、
『
捜
神
記
』
の
第
六
•
七
巻
は
『
漢
書
』
五
行

志
・
『
後
漢
書
』
五
行
志
〔
『
続
漢
書
』
五
行
志
〕
の
引
き
写
し
で
あ

る
と
述
べ
る
（
注
1
)
0

『
四
庫
提
要
』
は
更
に
続
け
て
、
「
干
宝
は
〔
東
晋
の
人
間
な
の

で
〕
、
即
ち
司
馬
彪
の
『
続
漢
書
』
五
行
志
（
現
『
後
漢
書
』
五
行

志
）
、
を
見
る
こ
と
が
可
能
で
は
あ
っ
た
が
、
〔
第
六
・
七
巻
が
〕
『
漢

書
』
・
『
後
漢
書
』
五
行
志
を
連
篇
引
き
写
し
し
、
一
字
も
変
え
て

い
な
い
と
い
う
道
理
は
な
い
。
特
に
疑
う
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。

し
か
し
こ
の
後
『
四
庫
提
要
』
は
、
二
十
巻
本
『
捜
神
記
』
の
編

纂
者
が
多
く
の
典
籍
に
通
じ
、
文
体
に
明
る
い
こ
と
を
述
べ
、
二
十

巻
本
『
捜
神
記
』
が
『
博
物
志
』
・
『
述
異
記
』
な
ど
の
偽
書
と
は
異

な
っ
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
は
、
細
か
く
検
討

し
た
の
で
は
な
い
の
で
判
断
に
つ
か
な
い
と
態
度
を
保
留
さ
せ
て
い

る。
『
捜
神
記
』
第
六
・
七
巻
に
は
、
周
代
よ
り
東
晋
の
明
帝
太
寧
年

間
ま
で
の
災
異
記
事
が
、
編
年
で
並
べ
ら
れ
て
お
り
、
他
の
十
八
巻

が
い
わ
ゆ
る
説
話
風
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
い
さ
さ
か
文
体
・
内
容

が
異
な
る
。
こ
の
こ
と
を
根
拠
に
竹
田
晃
氏
は
『
捜
神
記
』
訳
注
（
平

凡
社
東
洋
文
庫
一
九
九
二
年
）
の
解
説
に
お
い
て
、
第
六
•
七
巻
に

対
し
て
次
の
よ
う
な
見
解
を
示
す
。

い
ち
ば
ん
問
題
に
な
る
の
は
、
第
六
・
七
巻
が
、
他
の
十
八

巻
と
か
な
り
趣
き
を
異
に
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
第
六
•
七
巻

の
ほ
と
ん
ど
が
、
い
わ
ゆ
る
説
話
で
は
な
く
、
単
な
る
事
項
の

羅
列
に
終
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
他
の
巻
が
、
だ
い
た
い
説
話

の
型
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
こ
の
二
巻
は
、

ほ
ぼ
年
代
順
に
配
列
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
に
見
え
る
事

項
の
ほ
と
ん
ど
が
、
『
漢
書
』
・
『
後
漢
書
』
の
五
行
志
に
記
載

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
『
太
平
広
記
』
に
は
、
第
六
・

七
巻
か
ら
は
、
た
だ
一
条
の
話
し
か
引
用
さ
れ
て
い
な
い
。
と

い
う
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
宋
代
以
後
の
人
が
、
『
晋
書
』
干
宝

(28) 
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伝
の
記
載
に
よ
っ
て
巻
数
を
十
巻
に
揃
え
る
た
め
に
正
史
五

行
志
あ
た
り
か
ら
話
を
拾
っ
て
補
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

竹
田
氏
の
説
は
『
四
庫
提
要
』
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
が
、
文
体
の

違
い
を
指
摘
し
た
点
が
、
『
四
庫
提
要
』
よ
り
一
歩
進
め
ら
れ
て
い

る
。
ま
た
『
四
庫
提
要
』
は
「
『
漢
書
』
・
『
後
漢
書
』
五
行
志
」
と

限
定
し
て
い
る
が
、
竹
田
氏
は
「
正
史
五
行
志
あ
た
り
」
と
、
若
干

『
四
庫
提
要
』
よ
り
範
囲
を
広
げ
て
論
じ
て
い
る
。

ま
た
中
国
の
研
究
に
お
い
て
も
『
四
庫
提
要
』
と
同
様
の
意
見
で

あ
ろ
う
。
例
と
し
て
丁
建
根
編
著
『
中
国
歴
代
小
説
序
跛
集
』
（
人

民
文
学
出
版
社
一
九
九
六
年
）
の
記
事
を
挙
げ
る
。

其
の
（
『
捜
神
記
』
）
第
六
・
七
巻
は
全
て
『
漢
書
』
・
『
後
漢

』
の
五
行
志
を
録
す
。
他
の
巻
多
く
は
『
法
苑
珠
林
』
・
『
太

平
広
記
』
・
『
太
平
御
覧
』
・
『
芸
文
類
漿
』
・
『
北
堂
書
紗
』
の

中
従
り
輯
録
す
。

右
の
記
事
は
、
『
四
庫
提
要
』
の
説
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
。

『
四
庫
提
要
』
は
、
『
漢
書
』
・
『
続
漢
書
』
五
行
志
と
限
定
す
る
も

の
の
、
こ
の
説
を
踏
襲
し
て
、
竹
田
氏
は
、
第
六
・
七
巻
は
、
正
史

五
行
志
の
抄
録
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
以
下
、
こ
れ
ら
の
説

を
「
正
史
五
行
志
抄
録
説
」
と
称
す
る
。

以
上
の
よ
う
な
「
正
史
五
行
志
抄
録
説
」
に
対
し
て
反
対
の
意
を

示
す
研
究
も
存
在
す
る
。
そ
の
よ
う
な
研
究
と
し
て
、
次
に
余
嘉
錫

の
『
四
庫
提
要
弁
証
』
の
記
事
を
挙
げ
る
。

案
ず
る
に
本
書
巻
六
は
凡
そ
七
十
七
條
。
首
め
の
條
の
小

序
を
除
く
の
外
‘
其
れ
三
代
雨
漢
の
事
を
記
す
は
緩
か
に
六
十

六
條
な
る
の
み
。
巻
末
建
安
二
十
五
年
自
り
「
魏
武
王
在
洛

陽
起
建
始
殿
」
以
下
凡
そ
十
條
、
皆
三
國
の
事
な
り
。
巻
七
の

首
め
の
一
條
は
魏
の
事
を
記
す
。
以
後
全
て
雨
晉
の
時
の
事
と

為
す
。
『
提
要
』
乃
ち
謂
え
ら
く
「
六
巻
七
巻
全
て
雨
『
漢
書
』

五
行
志
を
録
す
」
と
。
知
ら
ず
三
國
雨
晉
の
事
、
何
に
縁
り

て
か
雨
『
漢
書
』
に
録
入
せ
ら
る
る
を
。
書
中
言
う
所
の
三

代
前
漢
の
次
異
も
亦
た
全
く
は
班
志
（
漢
書
五
行
志
）
を
録
す

る
に
は
非
ず
。
今
亦
た
線
敷
す
る
暇
あ
ら
ざ
れ
ば
、
姑
＜
其
の

後
漢
の
事
を
記
せ
し
者
に
就
き
て
之
を
考
え
ん
。
「
章
帝
元
和

元
年
代
郡
烏
生
子
」
條
自
り
起
う
て
「
建
安
初
荊
州
童
謡
」
條

に
至
う
て
止
む
ま
で
、
凡
そ
二
十
一
條
°
其
の
事
『
績
漢
書
』

五
行
志
に
見
え
ざ
る
者
四
條
。
事
『
績
〔
漢
書
〕
』
〔
五
行
志
〕

に
見
ゆ
る
も
文
全
く
異
な
る
者
一
條
。
事
『
績
〔
漢
書
〕
』
〔
五

行
〕
志
と
同
じ
と
雖
も
文
詳
ら
か
な
る
を
加
う
る
者
三
條
。
又

た
『
績
〔
漢
書
〕
』
〔
五
行
〕
志
の
雨
三
の
事
を
合
わ
せ
て
一
と

為
す
者
二
條
有
り
。
然
ら
ば
則
ち
文
の
『
績
〔
漢
書
〕
』
〔
五
行
〕

志
に
同
じ
き
者
‘
僅
か
に
其
の
半
ば
を
得
る
の
み
。
安
く
ん
ぞ

(29) 
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「
連
篇
紗
録
し
一
字
も
更
め
ず
」
と
謂
う
を
得
ん
や
。
此
の
二

十
一
條
中
、
『
〔
法
苑
〕
珠
林
』
其
の
九
條
を
引
き
、
皆
今
本

と
略
ぼ
同
じ
。
原
本
此
の
如
き
を
知
れ
ば
、
後
人
の
五
行
志
を

紗
し
て
以
て
巻
峡
を
足
す
に
非
ざ
る
な
り
。

余
嘉
錫
は
次
の
よ
う
に
『
四
庫
提
要
』
の
説
を
否
定
す
る
。
ま
ず
、

『
捜
神
記
』
第
六
巻
の
七
十
七
条
の
う
ち
、
六
十
六
条
は
三
代
・
両

漢
の
事
件
で
あ
り
、
残
り
は
三
国
時
代
の
事
件
で
あ
り
、
さ
ら
に
、

第
七
巻
は
三
国
・
両
晋
の
事
件
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
。

つ
ま
り
、
『
捜
神
記
』
第
六
•
第
七
の
記
事
の
内
容
は
両
晋
に
ま
で
及

ん
で
お
り
、
『
四
庫
提
要
』
の
言
う
「
六
巻
七
巻
全
て
両
漢
書
五
行

志
を
録
す
」
と
い
う
説
に
対
し
て
、
時
代
が
合
致
し
な
い
。
こ
の
点

を
余
嘉
錫
は
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

更
に
余
嘉
錫
は
第
六
巻
の
中
の
後
漢
に
関
す
る
記
事
二
十
一
条
を

取
り
上
げ
て
検
証
す
る
。
そ
の
検
証
結
果
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

『
続
漢
書
』
五
行
志
に
見
え
な
い
記
事
…
…
…
…
…
…
•
…
•
•
四
条

『
続
漢
書
』
五
行
志
と
同
内
容
で
あ
る
が
、

『
捜
神
記
』
と
文
章
が
全
く
異
な
る
も
の
…
…
…
…
…
…
…
一
条

『
続
漢
書
』
五
行
志
と
同
内
容
で
あ
る
が
、

『
捜
神
記
』
の
ほ
う
が
文
章
の
詳
し
い
も
の
…
…
…
…
…
…
三
条

『
続
漢
書
』
五
行
志
と
両
晋
三
国
時
代
の
事
件
を

併
せ
て
―
つ
の
記
事
と
し
て
い
る
も
の
…
…
…
…
…
…
…
二
条

『
続
漢
書
』
五
行
志
と
同
じ
記
事
…
…
…
…
…
…
…
…
…
十
一
条

こ
の
結
果
を
基
に
、
余
嘉
錫
は
後
人
が
五
行
志
の
記
事
を
引
き
写

し
て
『
捜
神
記
』
二
十
巻
を
満
た
し
た
の
で
は
な
い
と
断
言
す
る
。

ま
た
、
余
嘉
錫
は
後
の
ほ
う
で
「
余
謂
え
ら
く
此
の
書
後
人
の
綴
輯

に
出
づ
る
に
似
た
り
。
但
だ
し
十
の
八
九
干
宝
の
原
書
に
出
づ
」

と
ほ
ぼ
二
十
巻
本
『
捜
神
記
』
の
テ
キ
ス
ト
を
信
頼
す
る
姿
勢
を
示

し
て
い
る
。

余
嘉
錫
の
論
証
は
詳
細
で
あ
り
、
彼
に
よ
っ
て
『
四
庫
提
要
』
の

説
は
否
定
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
思
え
る
。
だ
が
、
余
嘉
錫
に
対
し
て

敢
え
て
批
判
を
す
る
な
ら
ば
、
次
の
三
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
点
目
と
し
て
は
、
余
嘉
錫
は
『
四
庫
提
要
』
の
説
「
両
漢
書
五

行
志
を
抄
録
」
に
焦
点
を
当
て
て
お
り
、
三
国
・
両
晋
時
代
の
記
事

に
関
し
て
は
、
そ
の
時
代
の
正
史
五
行
志
を
抄
録
し
た
可
能
性
に
ま

で
は
及
ん
で
い
な
い
こ
と
。
二
点
目
と
し
て
は
、
第
六
巻
の
中
の
後

漢
時
代
の
記
事
二
十
一
条
分
だ
け
し
か
検
証
に
及
ん
で
い
な
い
こ
と

で
あ
る
。
三
点
目
と
し
て
は
後
漢
時
代
の
記
事
二
十
一
条
分
の
う
ち
、

な
お
十
一
条
は
『
続
漢
書
』
五
行
志
の
記
事
の
抄
録
と
見
な
さ
れ
る

の
で
あ
り
、
そ
の
部
分
を
ど
の
よ
う
に
処
理
す
る
の
か
と
い
う
点
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
『
四
庫
提
要
』
の
説
を
完
全
に

否
定
で
き
た
と
は
言
い
き
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

(30) 
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以
上
が
『
捜
神
記
』
第
六
•
七
巻
を
め
ぐ
る
説
で
あ
る
。

さ
て
、
二
十
巻
本
『
捜
神
記
』
を
読
解
す
る
上
で
は
、
記
事
を
対

校
す
る
の
が
基
本
的
に
必
要
な
作
業
で
あ
り
、
そ
の
際
、
注
紹
檻
校

注
『
捜
神
記
』
（
中
華
書
局
一
九
七
九
年
）
に
益
を
蒙
る
こ
と
が
大

き
い
。
注
紹
檄
氏
は
『
捜
神
記
』
の
各
条
に
通
し
番
号
を
振
っ
た
上

で
、
類
書
な
ど
の
引
用
す
る
『
捜
神
記
』
の
記
事
の
在
処
を
明
ら
か

に
し
、
更
に
『
捜
神
記
』
の
記
事
と
同
内
容
の
記
事
の
在
処
に
も
及

ん
で
い
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
第
七
巻
第
一
九
五
条
「
一
身
二
体
」

に
附
さ
れ
て
い
る
注
紹
櫓
校
注
を
次
に
示
す
。

本
條
見
『
法
苑
珠
林
』
四
三
引
作
『
捜
紳
記
』

本
事
亦
見
『
晉
書
』
五
行
志
・
『
宋
書
』
五
行
志

右
の
よ
う
に
、
注
紹
檻
氏
の
校
注
に
よ
っ
て
、
第
一
九
五
条
「

身
二
体
」
の
記
事
は
、
『
法
苑
珠
林
』
巻
四
十
三
に
出
処
と
な
る
記

事
が
あ
り
、
か
つ
同
内
容
の
記
事
が
、
『
晋
書
』
五
行
志
と
『
宋
書
』

五
行
志
に
も
見
え
る
こ
と
が
わ
か
る
。

注
紹
檻
校
注
『
捜
神
記
』
に
よ
っ
て
、
『
捜
神
記
』
第
六
・
七
巻
の

記
事
を
「
類
書
等
所
引
『
捜
神
記
』
の
記
事
」
と
「
正
史
五
行
志
の

記
事
」
と
の
二
種
類
に
分
類
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
な
お
、
各

分
類
に
附
し
た
記
号
は
筆
者
の
便
宜
的
な
も
の
で
あ
り
、
以
下
こ
れ

ら
の
記
号
を
用
い
て
各
分
類
を
略
称
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
江
紹
檻
校
注
に
よ
っ
て
、
と
り
わ
け
6
|
I
の
例

の
よ
う
に
正
史
五
行
志
の
記
事
に
は
対
応
せ
ず
、
類
書
所
引
『
捜
神

記
』
の
み
に
対
応
す
る
記
事
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
り
、
第
六
•
七

巻
が
正
史
五
行
志
を
全
く
抄
録
し
て
成
立
し
た
と
い
う
説
は
、
余
嘉

錫
の
論
証
と
同
様
、
否
定
さ
れ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、

6
1

田
•
7
|
I
I

の
例
の
よ
う
に
正
史
五
行
志
の
み
対
応
す
る
記
事

も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
な
る
と
『
四
庫
提
要
』
を
初
め
と
す

7
|
I
I
 

7
|
I
 

第
七
巻

計
四
十
八
条

類
書
等
所
引
『
捜
神
記
』
と
『
晋
書
』

五
行
志
、
倶
に
記
載
の
あ
る
も
の
。
…
…
二
十
三
条

正
史
五
行
志
の
記
事
の
み
。

類
書
等
の
出
処
未
詳
。
…
…
…
…
…
…
…
二
十
五
条

6
|
W

ど
ち
ら
と
も
対
応
し
な
い
出
処
未
詳
の
記
事
。…

…
一
条

6
|
r
n
 

6
I
I
I
 

6
|
I
 

第
六
巻

計
七
十
七
条

類
書
等
所
引
『
捜
神
記
』
の
記
事
の
み
。

正
史
五
行
志
に
は
無
し
。
…
…
…
…
…
…
…
…
十
条

類
書
等
所
引
『
捜
神
記
』
の
記
事
と
正
史

五
行
志
、
倶
に
記
載
の
あ
る
も
の
。
…
…
三
十
六
条

正
史
五
行
志
の
記
事
の
み
。

類
書
等
の
出
処
未
詳
。
…
…
…
…
…
…
…
…
三
十
条

(31) 
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第

る
「
正
史
五
行
志
抄
録
説
」
も
や
は
り
全
く
は
看
過
す
る
こ
と
も
で

き
な
い
。
更
に
は
、

6

ー
田

•
7
1
I
の
よ
う
に
、
類
書
所
引
『
捜

神
記
』
の
記
事
と
正
史
五
行
志
の
記
事
、
両
者
に
対
応
す
る
記
事
も

存
在
す
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
『
捜
神
記
』
第
六
•
七
巻
の
記
事
と
類

書
所
引
『
捜
神
記
』
・
正
史
五
行
志
の
こ
れ
ら
三
者
は
ど
の
よ
う
な

関
係
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
本
稿
は
注
紹
檻
校
注
に
従
い
、
『
捜
神
記
』
第
六
・
七
巻
の

記
事
と
類
書
所
引
『
捜
神
記
』
・
正
史
五
行
志
の
記
事
を
校
合
し
、

字
句
面
か
ら
従
来
の
「
正
史
五
行
志
抄
録
説
」
を
検
証
す
る
。
そ
の

結
果
に
よ
り
、
三
者
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
言
及
し
て
い

き
た
い
。

次
章
に
お
い
て
、
『
捜
神
記
』
第
六
・
七
巻
の

を
示
す
。

校
合
の
結
果

の
校
合
の
結
果

こ
の
章
で
は
、
江
紹
檻
校
注
に
従
い
、
『
捜
神
記
』
第
六
・
七
巻
の

記
事
を
校
合
し
、
字
句
面
か
ら
第
六
•
七
巻
に
対
す
る
「
正
史
五
行

志
抄
録
」
説
に
つ
い
て
検
証
す
る
（
注
2
)
。
な
お
、
校
合
す
る
際
に
用

い
た
各
類
書
と
史
書
の
テ
キ
ス
ト
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

、
『
法
苑
珠
林
』
（
『
四
部
叢
刊
』
影
印
万
暦
刊
本
）

、
『
太
平
広
記
』
（
注
紹
植
点
校
中
華
書
局
）

三
、
『
太
平
御
覧
』
（
『
四
部
叢
刊
三
編
』
本
）

四
、
『
初
学
記
』
（
司
義
祖
点
校
中
華
書
局
）

五
、
『
北
堂
書
紗
』
（
南
海
孔
氏
刊
本
）

六
、
『
芸
文
類
漿
』
（
注
紹
檻
点
校
中
華
書
局
）

七
、
『
漢
書
』
（
中
華
書
局
点
校
本
）

八
、
『
後
漢
書
』
（
中
華
書
局
点
校
本
）

九
、
『
晋
書
』
（
中
華
書
局
点
校
本
）

二
十
巻
本
『
捜
神
記
』
の
編
纂
さ
れ
た
時
期
が
明
末
で
あ
る
こ
と

を
考
慮
す
れ
ば
、
明
刊
本
を
用
い
る
な
ど
、
明
人
が
編
纂
の
際
用
い

た
テ
キ
ス
ト
を
検
証
し
た
上
で
、
校
合
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
筆
者

の
能
力
の
限
界
に
つ
き
、
今
回
は
右
に
挙
げ
た
テ
キ
ス
ト
に
従
っ
た
。

次
に
、
校
合
し
た
結
果
を
、
『
捜
神
記
』
第
六
・
七
巻
そ
れ
ぞ
れ
二

つ
の
節
に
分
け
て
示
す
。

第
六
巻
は
、
夏
架
の
こ
ろ
よ
り
三
国
時
代
ま
で
の
災
異
記
事
で
占

め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
巻
は
、
江
紹
檻
校
注
『
捜
神
記
』
に
付
さ
れ

て
い
る
通
し
番
号
に
よ
れ
ば
、
第
一

0
二
条
「
妖
怪
」
の
記
事
か
ら

は
じ
ま
る
の
だ
が
、
冒
頭
か
ら
第
一

0
九
条
に
至
る
ま
で
（
第
一
〇

第
一
節
第
六
巻
の
場
合

(32) 
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四
条
を
除
く
）
は
、
『
法
苑
珠
林
』
所
引
『
捜
神
記
』
を
引
い
て
お

り
、
こ
の
部
分
は
正
史
五
行
志
と
は
何
ら
関
係
は
無
い

(
6ー

I)。

次
に
、
第
六
巻
の
う
ち
、
類
書
所
引
『
捜
神
記
』
の
出
処
が
見
あ

た
ら
ず
、
正
史
五
行
志
を
引
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
三
十
条
の
記
事

は
、
校
合
し
た
と
こ
ろ
、
ほ
ぽ
『
漢
書
』
・
『
後
漢
書
』
五
行
志
を
始

め
と
す
る
正
史
五
行
志
の
引
き
写
し
と
考
え
ら
れ
る
（
6

|
田）。

で
は
、
6ー

I
I
の
よ
う
な
、
類
書
所
引
『
捜
神
記
』
の
記
事
と
『
漢

右
に
挙
げ
た
『
捜
神
記
』
第
六
巻
第
一
四
五
条
「
男
子
化
女
」
の

記
事
は
、
「
漢
哀
帝
の
建
平
年
間
に
男
性
が
女
性
に
変
化
し
、
嫁
い

で
男
の
子
を
一
人
生
ん
だ
」
と
い
う
内
容
の
記
事
で
あ
る
。
こ
こ
ま

で
は
、
の
字
句
の
異
同
は
有
る
も
の
の
、
『
法
苑
珠
林
』
・
『
漢

書
』
・
『
後
漢
書
』
五
行
志
、
両
者
と
対
応
す
る
記
事
に
つ
い
て
は
ど

う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
両
者
を
比
較
検
討
す
る
た
め
に
例
を
挙
げ
て

表
に
示
す
。
上
段
に
は
『
捜
神
記
』
の
記
事
、
下
段
に
は
類
書
所
引

『
捜
神
記
』
の
記
事
と
正
史
五
行
志
の
記
事
を
記
載
し
た
。
筆
者
の

便
宜
上
各
記
事
の
対
応
す
る
箇
所
に
傍
線
を
付
し
た
。
な
お
箇
所

に
応
じ
て
適
宜
傍
線
の
種
類
を
変
え
て
い
る
（
以
下
各
表
同
じ
）
。

『

捜

紳

記

』

第

六

巻

第

一

四

五

條

『

法

苑

珠

林

』

巻

四

十

三

所

引

『

捜

紳

記

』

衷
帝
建
平
中
、
豫
章
有
男
子
化
為
女
子
、
嫁
為
人
婦
、
生
一
子
。
漢
建
平
中
、
豫
箪
有
男
子
化
為
女
子
、
嫁
為
人
婦
、

長
安
陳
鳳
曰
‘
「
陽
嬰
廊
陰
、
将
亡
縦
嗣
、
自
相
生
之
象
。
」
一
曰
、
長
安
陳
鳳
曰
‘
「
陽
嬰
廊
陰
、
将
亡
継
嗣
、
生
―
ヱ

「
嫁
為
人
婦
、
生
一
子
者
、
将
復
一
世
乃
絶
。
」
臨
俊
ぷ
翌
弼
靡
ー
9
¥
＼
限
世
乃
絶
。
」
故
厨
匹
哀
帝
崩
、
平

i

商
没
，
＂
：
而
王
弄
簗
罵
。

糊没ゞ
，＇而ー王
i

充
鎚
焉
。

生
―将

復
一

『
漢
書
』
五
行
志
・
巻
二
十
七
下
之
上

哀
帝
建
平
中
、
豫
章
有
男
子
化
為
女
子
、
嫁
為
人
婦
‘
一

長
安
陳
鳳
言
、
「
此
陽
嬰
為
陰
、
将
亡
紺
嗣
、
自
相
生
之
象
。
」

曰
‘
「
嫁
為
人
婦
、
生
一
子
者
、
将
復
一
世
乃
絶
。
」

五
行
志
の
記
事
は
倶
に
同
内
容
で
あ
る
。

し
か
し
、
第
一
四
五
条
本
文
の
陳
鳳
の
按
語
と
、
「
一
に
日
く
」

以
下
の
、
異
変
に
対
す
る
別
の
解
釈
の
箇
所
（
傍
線
部
に
相
当
）
は

『
漢
書
』
五
行
志
に
見
え
る
記
事
と
同
様
で
あ
り
、
こ
の
箇
所
は
『
法

(33) 
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苑
珠
林
』
と
は
一
致
し
な
い
。
そ
し
て
最
後
の
箇
所
で
あ
る
、
異
変

と
王
非
の
王
朝
第
奪
と
を
結
び
つ
け
る
部
分
に
関
し
て
は
、
『
漢
書
』

五
行
志
に
は
存
在
せ
ず
、
こ
の
部
分
は
、
若
干
字
の
異
同
が
あ
る
も

の
の
、
『
法
苑
珠
林
』
の
記
事
に
従
っ
て
い
る
。

以
上
、
第
一
四
五
条
の
よ
う
に
、
『
捜
神
記
』
本
文
は
、
類
書
の

引
く
『
捜
神
記
』
の
記
事
を
軸
と
し
つ
つ
も
、
同
内
容
の
正
史
五
行

志
の
記
事
で
補
っ
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

6
ー

II
に
分
類
さ

れ
る
記
事
は
、
ほ
ぼ
こ
の
よ
う
な
形
で
あ
る
。

次
に
挙
げ
る
例
は
、
第
一
四
五
条
と
同
様
、
類
書
所
引
『
捜
神
記
』

の
記
事
（
注
3
)
と
正
史
五
行
志
の
記
事
と
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
成
立
し

て
お
り
、
そ
の
中
で
も
特
殊
な
例
と
思
わ
れ
る
記
事
で
あ
る
。

『

捜

紳

記

』

第

六

巻

第

一

―

九

條

『

漢

書

』

五

行

志

・

巻

二

十

七

下

之

上

漢
文
帝
十
二
年
、
呉
地
有
馬
生
角
、
在
耳
前
、
上
向
。
右
角
長
―
―
文
帝
十
二
年
、
有
馬
生
角
於
呉
‘
角
在
耳
前
、
上
郷
。
右
角

寸
、
左
角
長
二
寸
、
皆
大
二
寸
゜
劉
向
以
為
馬
不
嘗
生
角
、
猶
呉
不
長
三
寸
、
左
角
長
二
寸
、
皆
大
二
寸
゜
劉
向
以
為
馬
不
嘗
生
角
、

営
睾
兵
向
上
也
。
呉
将
反
之
嬰
云
。
京
房
『
易
偲
』
曰
、
「
臣
易
上
、
猶
呉
不
嘗
攀
兵
郷
上
也
。
是
時
、
呉
王
渦
封
有
四
郡
五
十
餘
城
、

政
不
順
、
厭
妖
馬
生
角
。
鼓
謂
賢
士
不
足
。
」
又
曰
、
「
天
子
親
伐
、
内
懐
騎
恣
、
雙
見
於
外
、
天
戒
早
芙
。
王
不
廂
、
後
卒
攀
兵
、
誅

滅
。
京
房
『
易
偲
』
曰
‘
「
臣
易
上
、
政
不
順
‘
蕨
妖
馬
生
角
。

|
 

馬
生
角
。
」

鼓
謂
賢
士
不
足
。
」
又
日
、
「
天
子
親
伐
、
馬
生
角
。
」

『
法
苑
珠
林
』
巻
八
十
七
所
引
『
捜
紳
異
記
』

漢
文
帝
十
二
年
、
呉
地
有
馬
生
角
、
在
耳
前
、
上
向
。
右
角
長

二
寸
、
左
角
長
二
寸
、
皆
大
二
寸
゜
艇
耳
報
茂
用
3
密
聡
域
門
州

t

荀
劉
向
以
為
馬
不
常
生
角
、
猶
下
不
嘗
攀
兵
向
上
也
。

呉
将
反
之
嬰
云
。
京
房
『
易
偲
』
曰
「
臣
易
上
、
政
不
順
、
蕨
妖

馬
生
角
。
鼓
謂
賢
士
不
足
。

(34) 
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角

京
房
『
易
偲
』

右
に
挙
げ
た
表
は
、
先
に
挙
げ
た
、
第
一
四
五
条
の
例
と
や
や
異

な
る
例
で
あ
る
。
表
の
上
部
の
中
央
に
、
『
法
苑
珠
林
』
巻
八
十
七

所
引
『
捜
神
記
』
の
記
事
を
載
せ
た
。
こ
の
記
事
の
内
容
は
、
漢
文

帝
十
二
年
に
馬
か
ら
角
が
生
え
た
事
件
と
、
文
帝
後
元
五
年
六
月
に

犬
に
角
が
生
え
た
事
件
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
異
変
に
対
す
る
劉
向
と

京
房
の
解
釈
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
二
十
巻
本
『
捜
神
記
』
で
は
、
こ
の
記
事
が
「
馬
に
二

つ
角
が
生
え
た
事
件
」
と
「
犬
に
角
が
生
え
た
事
件
」
が
そ
れ
ぞ
れ

『
漢
書
』
五
行
志
・
巻
二
十
七
下
之
上

災

外

有

狗

生

角

r'先
是
帝
兄
齊

悼
恵
王
亡
後
、
帝
分
齊
地
、
立
其
庶
子
七
人
皆
為
王
。
兄
會
漢
破

呉
・
楚
、
因
誅
四
王
。
故
天
狗
下
梁
而
呉
・
楚
攻
梁
、
狗
生
角
於
齊

而
三
國
園
齊
。
漢
卒
破
呉
‘
楚
於
梁
‘
誅
四
王
於
齊
。
京
房
『
易

傭
』
曰
、
「
執
政
失
、
下
将
害
之
、
蕨
妖
狗
生
角
。
君
子
荀
免
、

小
人
陥
之
、
厭
妖
狗
生
角
。
」

分
か
れ
て
、
第
六
巻
第
一
―
九
条
•
第
―
二

0
条
と
独
立
し
た
条
目

で
並
べ
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
そ
れ
ぞ
れ
『
漢
書
』
五
行
志
の
記
事
の

一
部
（
傍
線
部
に
相
当
）
を
補
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
し
て
成
立
し
て
い
る
記
事
は
少
な
く
、
こ
の
条
以
外
に
二
例
ほ

ど
確
認
で
き
る
（
注
4
)
0

次
に
、
ま
た
唯
一
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
特
殊
な
例
と
し
て
、

第
一
六
八
条
「
荊
州
童
謡
」
の
記
事
を
挙
げ
る
。

『
後
漢
書
』
五
行
志
一
・
第
十
三
「
建
安
初
、
荊
州
童
謡
曰
…
」

二
年
無
子
注
所
引
干
賓
『
捜
紳
記
』

員
是
時
華
容
有
女
子
、
忽
蹄
呼
曰
、
「
将
有
大
喪
。
」
言
語
過
差
‘

1--i爪
並
叡
船
悩
芯
縣
以
為
妖
言
、
繋
獄
百
餘
日
、
忽
於
獄
中
哭
曰
、
「
劉
削
州
今
日

。
是
時
華
容
有
女
死
。
」
華
容
去
州
敷
百
里
、
即
遣
馬
吏
瞼
視
、
而
劉
表
果
死
。
縣

(35) 
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こ
の
記
事
の
内
容
は
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
―
つ
は
、

建
安
の
頃
に
歌
わ
れ
た
童
謡
が
、
後
の
荊
州
の
衰
退
を
予
言
す
る
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
。
そ
し
て
も
う
―
つ
は
、
華
容
県
の
女
性
が
、
荊

州
の
戦
乱
と
劉
表
・
李
立
の
交
替
を
予
言
し
た
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
校
合
し
た
と
こ
ろ
、
前
半
部
分
の
荊
州
で
流
行
し
た
童

謡
の
記
事
は
、
『
後
漢
書
』
五
行
志
と
同
内
容
で
あ
り
、
後
半
部
は

『
後
漢
書
』
五
行
志
の
劉
昭
注
が
引
用
す
る
干
宝
『
捜
神
記
』
と
同

内
容
で
あ
る
。

こ
の
第
一
六
八
条
は
『
後
漢
書
』
五
行
志
の
劉
昭
注
が
引
用
す
る

干
宝
『
捜
神
記
』
の
記
事
の
み
で
成
立
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
文

の
前
半
部
分
は
若
干
の
字
句
の
異
同
が
あ
る
も
の
の
、
ほ
ぼ
、
『
後

漢
書
』
五
行
志
の
記
事
で
補
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

6

ー
R

6
|
R
 

贔
間
間
叫
罰
＇

建
賢
為
荊
州
刺
史
。

績
又
歌
吟
曰
、
「
不
意
李
立
為
貴
人
。
」
後
無
幾
、

以
琢
郡
李
立
字
建
賢
為
則
州
刺
史
。

曹
公

こ
の
記
事
は
、
類
書
所
引
『
捜
神
記
』
の
記
事
と
正
史
五
行
志
の

記
事
と
を
両
方
組
み
合
わ
せ
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
、
明
瞭
に
分

か
る
例
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
『
捜
神
記
』
第
六
巻
第
一
〇
二
条

S
第
一
七
八

条
、
計
七
十
七
条
を
注
紹
檄
校
注
に
従
っ
て
校
合
し
た
結
果
、
次
の

よ
う
に
分
類
で
き
る
。
な
お
、
各
分
類
の
上
に
附
し
た
記
号
は
筆
者

の
便
宜
的
な
も
の
で
あ
る
（
注
5
)
0

類
書
所
引
『
捜
神
記
』
の
記
事
に

対
応
す
る
も
の
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
十
一
条

類
書
所
引
『
捜
神
記
』
の
記
事
と
正
史
五
行
志
の

記
事
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
も
の
…
…
二
十
一
条

(36) 
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第
二
節

6
ー
⑬

6
|
c
 正
史
五
行
志
の
記
事
に
対
応
す
る
も
の
：
・
二
十
八
条

類
書
所
引
『
捜
神
記
』
の
記
事
と
正
史
五
行
志
の

記
事
、
い
ず
れ
に
も
対
応
し
な
い
も
の
…
…
…
七
条

以
上
『
捜
神
記
』
第
六
巻
の
記
事
の
数
例
を
挙
げ
た
上
で
、
校
合

結
果
の
報
告
を
し
た
。
次
に
第
二
節
に
お
い
て
、
第
七
巻
の
校
合
の

結
果
を
報
告
す
る
。

第
七
巻
の
場
合

第
七
巻
は
、
干
宝
の
生
存
し
た
西
晋
・
東
晋
に
渉
る
災
異
記
事
が

編
年
で
記
さ
れ
て
い
る
。

第
七
巻
も
第
六
巻
と
同
様
に
、
あ
る
記
事
は
類
書
所
引
『
捜
神
記
』

を
そ
っ
く
り
引
用
し
て
お
り
、
ま
た
一
方
で
は
『
晋
書
』
五
行
志
の

記
事
を
そ
の
ま
ま
抄
録
し
て
い
る
箇
所
も
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
の
記

事
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
特
に
問
題
は
無
い
。
や
は
り
、
問
題
と
な
る

の
は
注
紹
檻
校
注
が
示
す
、
類
書
所
引
『
捜
神
記
』
の
記
事
と
正
史

五
行
志
の
両
者
に
対
応
す
る
記
事
で
あ
ろ
う

(
7—

I
)。
そ
の
具

体
例
と
し
て
、
第
一
八
九
条
「
晋
世
寧
舞
」
を
次
に
挙
げ
る
。

第
一
八
九
条
「
晋
世
寧
舞
」
は
、
「
太
康
年
間
に
、
杯
や
大
皿
を

ひ
っ
く
り
返
し
な
が
ら
踊
る
、
『
晋
世
寧
』
と
い
う
舞
が
流
行
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
舞
は
、
こ
の
太
康
年
間
の
安
寧
も
、
束
の
間
で
あ
り
、

手
の
中
の
器
の
よ
う
に
危
う
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ

う
内
容
で
あ
る
。

『

捜

紳

記

』

第

七

巻

第

一

八

九

條

『

太

平

御

覧

』

巻

五

百

七

十

四

所

引

『

捜

紳

記

』

太
康
中
、
天
下
為
晉
世
寧
之
舞
。
其
舞
、
抑
手
以
執
杯
盤
而
反
覆
太
康
中
、
天
下
為
晉
世
寧
之
舞
。
其
舞
、
抑
手
以
執
杯
盤
而
反

之
。
歌
曰
「
晉
世
寧
、
舞
杯
盤
。
」
反
覆
、
至
危
也
。
杯
盤
、
酒
器
覆
之
。
反
覆
、
至
危
也
。
杯
盤
、
酒
食
器
也
。
而
名
晉
世
寧
者
、

也
。
而
其
名
曰
晉
世
寧
者
、
言
時
人
荀
且
飲
食
之
間
、
而
其
智
不
可
言
時
人
荀
且
飲
食
之
間
、
而
其
智
不
及
遠
、
如
器
在
手
也
。

及
遠
、
如
器
在
手
也
。

『
晉
書
』
巻
二
十
七
五
行
志
上
服
妖

太
康
中
、
天
下
為
晉
世
寧
之
舞
。
手
接
杯
盤
而
反
覆
之
。
歌
曰

「
晉
世
寧
、
舞
杯
盤
。
」
識
者
日
「
夫
柴
生
人
心
、
所
以
観
事
也
。

今
接
杯
盤
於
手
上
反
覆
之
、
至
危
之
事
也
。
杯
盤
者
、
酒
食
之
器
。

ヽ
と
＞

(37) 
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第
一
八
九
条
「
晋
世
寧
舞
」
の
記
事
は
お
お
む
ね
、
『
太
平
御
覧
』

の
記
事
と
同
一
で
あ
る
。
し
か
し
、
傍
線
部
、
「
歌
日
『
晋
世
寧
、

舞
杯
盤
。
』
」
の
箇
所
は
、
『
太
平
御
覧
』
に
は
見
ら
れ
ず
、
『
晋
書
』

五
行
志
に
存
在
す
る
。
第
一
八
九
条
の
傍
線
部
の
箇
所
は
、
『
晋
書
』

五
行
志
よ
り
採
録
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
第
一
八
九
条

而
其
名
曰
晉
世
寧
‘
言
晉
世
之
士
荀
倫
於
飲
食
之
間
而
其
知
不
及
―

一
遠
晉
世
之
寧
猶
杯
盤
在
手
也
。
」

「
晋
世
寧
舞
」
の
記
事
は
、
先
に
挙
げ
た
第
六
巻
第
四
五
条
「
男

子
化
女
」
同
様
、
『
太
平
御
覧
』
の
記
事
を
軸
と
し
つ
つ
も
、
『
晋
書
』

五
行
志
の
記
事
で
一
部
補
い
、
成
立
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

次
に
第
一
八
九
条
と
は
若
干
異
な
る
例
と
し
て
、
第
二

0
五
条
の

「
敗
犀
緊
道
」
の
校
合
の
表
を
次
に
挙
げ
る
。

『
捜
紳
記
』
第
七
巻
第
二

0
五

條

『

太

平

御

覧

』

巻

六

百

九

十

八

元
康
・
太
安
之
間
、
江
淮
之
域
、
有
敗
屑
自
緊
於
道
、
多
者
至
四
元
康
之
末
至
太
安
之
間
、
江
浦
之
域
‘
有
敗
属
自
緊
於
道
、
多

五
十
恥
人
或
散
之
、
投
草
中
。
明
日
視
之
、
悉
復
如
故
。
或
云
見
或
至
四
五
十
廓
。
人
散
去
之
投
林
草
中
。
明
日
視
之
、
悉
復
芙
゜

狸
衡
而
緊
之
。
世
之
所
説
「
属
者
、
人
之
賤
服
、
而
嘗
勢
辱
、
下
民
民
或
云
、
狸
衡
而
緊
之
。
世
之
所
説
「
厩
者
、
人
之
賤
服
而
嘗
勢

之
象
也
。
敗
者
、
疲
弊
之
象
也
。
道
者
、
地
里
、
四
方
所
以
交
通
、
辱
、
下
民
之
象
也
。
敗
者
、
疲
弊
之
像
也
。
道
者
、
地
理
、
四
方

王
命
所
由
往
来
也
。
今
敗
属
緊
於
道
者
、
象
下
民
疲
病
、
将
相
緊
為
所
以
交
、
王
命
所
由
往
来
也
。
今
敗
願
緊
於
道
者
、
象
下
民
疲
病
、

風

、

絶

四

方

而

墾

王

命

也

。

」

将

相

緊

廊

風

、

絶

四

方

而

墾

王

命

也

。

」

『
晉
書
』
巻
二
十
七
五
行
志
上
服
妖

元
康
・
太
安
之
間
、
江
淮
之
域
有
敗
屑
自
緊
於
道
、
多
者
至
四
五

十
船
。
人
或
散
投
坑
谷
。
明
日
視
復
如
故
。
或
云
、
見
狸
衡
衆
之
。

干
賓
以
為
「
夫
願
者
、
人
之
服
、
慮
子
勢
辱
、
齢
庶
之
象
也
。
敗

者
、
疲
弊
之
象
。
道
者
、
四
方
往
来
、
所
以
交
通
王
命
也
。
今
敗

(38) 
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右
に
挙
げ
た
第
二

0
五
条
の
「
敗
園
漿
道
」
記
事
は
、
元
康
か
ら

太
安
年
間
（
二
九
一

S
三
0
三
）
の
西
晋
末
に
於
け
る
異
変
に
つ
い

て
の
内
容
で
あ
る
。
そ
れ
は
ぼ
ろ
草
履
が
江
淮
の
地
域
の
道
に
集
ま

る
と
い
う
異
変
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
草
履
と
い
う
の
は
身

分
の
低
い
人
の
服
装
で
あ
り
、
苦
役
に
就
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
疲
弊
し
て
い
る
こ
と
の
象

徴
で
あ
る
。
道
と
い
う
の
は
四
方
の
交
通
す
る
手
段
で
あ
っ
て
、
王

命
が
往
来
す
る
所
で
あ
る
。
ぼ
ろ
草
履
が
道
に
集
ま
る
と
い
う
の
は
、

民
草
が
疲
弊
し
、
こ
れ
か
ら
集
ま
っ
て
反
乱
を
起
こ
し
、
四
方
の
交

通
を
絶
っ
て
王
命
を
断
絶
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
異
変
に

対
す
る
解
釈
が
付
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
右
の
校
合
の
表
に
は
挙
げ
な
か
っ
た
が
、
『
北
堂
書
紗
』

巻
百
三
十
六
に
も
同
内
容
の
記
事
が
あ
り
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
述

べ
る
。

『
捜
紳
記
』
曰
、
元
康
之
末
、
江
浦
城
有
敗
願
自
緊
干
道
，
多

者
至
四
五
十
量
。
余
常
親
将
人
散
之
、
或
投
草
、
或
投
淵
谷
。

明
日
視
之
、
悉
復
芙
゜
或
云
、
狸
衡
而
緊
之
。

『
北
堂
書
紗
』
の
記
事
の
方
は
、
同
内
容
で
あ
る
も
の
の
、
記
事

も

の
量
と
し
て
は
少
な
い
。
だ
が
、
「
余
常
に
親
ら
人
将
て
之
を
散
ら

し
む
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
干
宝
自
身
の
体
験
で
あ
っ
た
こ
と
が
分

か
る
。
だ
が
、
こ
の
部
分
は
『
捜
神
記
』
第
二

0
五
条
に
は
取
り
入

れ
ら
れ
て
い
な
い
。

校
合
の
結
果
と
し
て
、
こ
の
『
捜
神
記
』
第
二

0
五
条
の
記
事
は
、

基
本
的
に
は
『
太
平
御
覧
』
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か

し
、
冒
頭
に
傍
線
を
附
し
た
と
こ
ろ
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
年
号
と

地
名
と
は
『
太
平
御
覧
』
に
は
依
っ
て
い
な
い
。
ま
た
『
北
堂
書
紗
』

に
も
依
っ
て
い
な
い
。
こ
の
部
分
は
『
晋
書
』
五
行
志
の
記
事
と
同

様
で
あ
る
こ
と
よ
り
、
編
纂
者
が
『
晋
書
』
の
記
事
に
依
っ
て
改
め

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二

0
五
条
の
記
事
は
、
『
太
平
御
覧
』
所
引
『
捜
神
記
』
の
記

事
を
軸
と
し
つ
つ
も
、
『
晋
書
』
五
行
志
の
記
事
に
よ
っ
て
、
一
部

改
め
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
記
事
よ
り
、
類
書
の
記
事

を
た
だ
並
べ
る
だ
け
で
は
な
く
、
正
史
五
行
志
の
記
事
を
用
い
て
校

勘
し
よ
う
と
し
た
、
編
纂
者
の
姿
勢
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
の

(39) 
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⑬
 

7
ー
c

7
ー
R

7
ー
R

五
行
志
の
記
事
と
同
じ
。
…
…
二
十
三
条

第
七
巻
第
一
七
九
条

S
第
二
二
六
条
、
計
四
十
八
条
の
校
合
の
結

果
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
各
分
類
の
下
に
、
記
事
の
数
を
記
し
た
。

な
お
各
分
類
の
上
に
附
し
た
記
号
は
、
筆
者
の
便
宜
的
な
も
の
で
あ

る（注
6
)
0

類
書
所
引
『
捜
神
記
』
の
記
事
と
同
じ
。

五
行
志
は
採
用
し
な
い
。
…
…
…
…
六
条

類
書
所
引
『
捜
神
記
』

五
行
志
の

4

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

2
 

7
 

2
 

の
記
事
と

の
混
合
。

．．．．．．．．． 
十
五
条

『
捜
神
記
』
の
記
事
と
も

五
行
志
と
も
対
応
し
な
い
。
…
•
…
•
•
四
条

以
上
、
『
捜
神
記
』
第
六
・
七
巻
と
類
書
所
引
『
捜
神
記
』
の
記
事

と
正
史
五
行
志
の
記
事
、
こ
れ
ら
三
者
を
注
紹
檻
校
注
を
基
に
校
合

し
、
従
来
の
「
正
史
五
行
志
抄
録
説
」
を
検
討
し
た
。
『
四
庫
提
要
』

を
初
め
と
す
る
「
正
史
五
行
志
抄
録
説
」
も
、
そ
れ
に
対
す
る
余
嘉

錫
の
『
弁
証
』
も
、
い
ず
れ
も
『
捜
神
記
』
第
六
・
七
巻
を
一
面
的

に
見
た
説
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

校
合
の
結
果
よ
り
す
れ
ば
、
『
捜
神
記
』
第
六
•
七
巻
は
、
正
史
五

行
志
の
記
事
と
類
書
所
引
『
捜
神
記
』
の
記
事
と
の
両
者
に
よ
っ
て

成
立
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
は
各
記
事
単
独
と
な
っ
て
い
る
の
で

は
な
く
、
特
に
正
史
五
行
志
の
記
事
と
類
書
所
引
『
捜
神
記
』
の
記

事
と
が
同
内
容
の
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
記
事
が
お
互
い
に
改
め
ら
れ

た
り
、
補
わ
れ
た
り
し
て
い
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。

両
者
は
二
十
巻
本
『
捜
神
記
』
の
編
纂
者
に
よ
っ
て
、
恐
ら
く
は

意
図
的
に
混
じ
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
図
と
は
、
余
嘉

錫
の
『
弁
証
』
が
述
べ
る
よ
う
に
、
単
に
「
巻
峡
を
足
す
」
目
的
で

は
な
い
だ
ろ
う
。
正
史
五
行
志
の
記
事
を
混
じ
え
た
の
は
、
類
書
所

引
『
捜
神
記
』
の
記
事
を
校
勘
す
る
、
も
し
く
は
類
書
の
記
事
で
は

簡
潔
な
の
を
、
正
史
五
行
志
の
記
事
で
補
う
、
そ
の
よ
う
な
意
図
が

あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

近
年
、
明
代
に
お
け
る
書
物
の
出
版
と
当
時
の
学
術
・
文
化
状
況

と
を
関
連
づ
け
て
論
じ
る
研
究
が
盛
ん
で
あ
る
（
注
7)°

二
十
巻
本
『
捜

神
記
』
が
刊
行
さ
れ
た
明
末
万
暦
年
間
は
、
大
量
の
出
版
物
が
世
に

出
た
時
代
で
あ
っ
た
。

二
十
巻
本
『
捜
神
記
』
の
編
纂
者
は
、
多
く
の
書
籍
を
閲
覧
す
る

機
会
と
、
書
籍
を
刊
行
す
る
機
会
と
に
恵
ま
れ
て
い
た
。
『
捜
神
記
』

第
六
巻
・
七
巻
よ
り
窺
え
る
の
は
、
二
十
巻
本
『
捜
神
記
』
も
そ
の

よ
う
な
時
代
背
景
の
下
に
再
生
産
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
実
は
『
捜
神
記
』
の
作
者
干
宝
は
、
正
史
五
行
志
と
は
無

関
係
の
人
物
で
は
な
い
。

と
い
う
の
は
、
干
宝
は
本
伝
に
見
え
る
よ
う
に
漢
代
の
京
房
・

(40) 
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第
三
節

一
十
巻
本
『
捜
神
記
』
の
う
ち
、
今
回
は
第
六
・
七
巻
の
み
し
か

扱
わ
な
か
っ
た
が
、
他
の
十
八
巻
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

全
て
を
詳
し
く
校
合
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
現
在
の
と
こ
ろ
は

『

捜

紳

記

』

第

十

六

巻

第

三

七

八

條

『

太

平

御

覧

』

巻

六

百

一

十

七

所

引

『

幽

明

録

』

玩
贈
字
千
里
、
素
執
無
鬼
論
、
物
莫
能
難
。
毎
自
謂
此
理
足
以
辮
院
贈
素
乗
無
鬼
論
、
世
莫
能
難
。
毎
自
謂
理
足
可
以
朔
正
幽
明
。

叫
圃
呵
゜
忽
有
＼
客
通
各
詣
鵬
‘
寒
温
畢
‘
聯
談
名
理
。
客
甚
有
才
朔
゜
忽
有
＇
一
鬼
、
，
＇
り
通
姓
ー

9

ー
名
作
客
詣
玩
、
寒
温
畢
、
聯
談
名
理
。
客
甚
有

贈
典
之
言
良
久
、
及
鬼
紳
之
事
、
反
復
甚
苦
。
客
遂
屈
°
乃
作
色
曰
‘
才
情
、
未
及
鬼
紳
事
、
返
覆
甚
苦
、
遂
屈
。
乃
作
色
曰
‘
「
鬼
紳

「
鬼
紳
古
今
聖
賢
所
共
傭
、
君
何
得
獨
言
無
。
即
僕
便
是
鬼
。
」
於
古
今
聖
賢
所
共
傭
、
君
何
獨
言
無
。
即
僕
便
是
鬼
。
」
於
是
嬰
為

是
雙
為
異
形
、
須
央
消
滅
。
卿
訟
加
吋
舶
包
~
盆
〗
．
，
就
鋭
郷
牢
。
異
形
、
須
央
消
滅
。
記
訟
加

g
．
訟
包i
d恕

o
o：
函3年
．
飴
郷
死
。

他
の
十
八
巻
の
記
事
に
つ
い
て

侯
勝
の
易
伝
に
傾
倒
し
て
い
た
人
物
で
あ
る
（
注
8
)
。
ま
た
『
晋
書
』

五
行
志
に
は
、
災
異
に
対
す
る
干
宝
の
案
語
が
多
く
見
ら
れ
、
し
か

も
そ
れ
は
、
類
書
所
引
『
捜
神
記
』
の
記
事
と
同
内
容
で
あ
る
も
の

も
存
在
す
る
。

二
十
巻
本
『
捜
神
記
』
の
編
纂
者
は
そ
の
こ
と
も
考
慮
し
た
上
で

正
史
五
行
志
の
記
事
を
取
り
入
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
き
り
し
た
こ
と
は
何
と
も
言
え
な
い
。
し
か
し
、
興
味
深
い
例
と

し
て
、
第
十
六
巻
第
三
七
八
条
「
玩
瞭
」
の
条
を
次
に
取
り
上
げ
た

。ヽ
,.:,, 

江
紹
檻
の
校
注
に
よ
れ
ば
、
「
本
書
未
見
各
書
引
作
『
捜
神
記
』

／
本
事
亦
見
『
幽
明
録
』
．
殷
芸
『
小
説
』
引
『
列
異
伝
』
・
『
晋
書
』

院
瞭
伝
」
と
あ
る
。
恐
ら
く
こ
の
条
は
、
原
書
『
捜
神
記
』
に
は
存

在
し
な
い
記
事
で
あ
り
、
編
纂
者
が
交
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
二
十
巻

本
『
捜
神
記
』
が
類
書
の
記
事
を
引
用
し
て
成
立
し
て
い
る
以
上
は
、

こ
の
注
紹
檄
校
注
に
よ
る
に
、
『
幽
明
録
』
の
記
事
、
な
い
し
は
殷

芸
『
小
説
』
を
引
用
し
て
成
立
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
際

の
と
こ
ろ
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
表
に
し
て
示
す
。寒

渦
畢
、
聯

(41) 
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こ
の
二
七
八
条
「
玩
瞭
」
は
、
玩
瞭
が
鬼
（
幽
霊
）
と
鬼
の
存

在
の
有
無
に
つ
い
て
論
じ
あ
う
、
六
朝
志
怪
小
説
の
中
で
も
、
と
り

わ
け
有
名
な
話
で
あ
る
。

右
の
表
に
見
え
る
よ
う
に
、
第
一

七
八
条
「
玩
瞭
」

と
、
類
書
所

談
名
理
。
客
甚
有
才
朔
。
典
言
良
久
、
及
鬼
紳
之
事
、
乃
作
色
日
、

「
鬼
紳
古
今
聖
賢
所
共
偲
、
君
何
得
獨
言
無
。
即
僕
便
是
鬼
。
」

於
是
嬰
為
異
形
、
須
央
便
滅
。
記
訟
加
g
：
が
笞
ゴ
賦
む

1
年
醗
南
。

『
太
平
廣
記
』
巻
三
百
一
十
九
所
引
『
幽
明
録
』

玩
贈
素
乗
無
鬼
論
、
有
¥9-,
＇
，
鬼
通
り
娃
名
：
作
客
詣
之
＇
。
寒
温
゜
聯
談

名
理
、
客
甚
有
才
情
、
末
及
鬼
紳
事
、
反
覆
甚
苦
、
客
遂
屈
之
。

伯
作
色
曰
、
「
鬼
紳
古
今
聖
賢
所
共
偲
‘
君
何
獨
言
無
。
」
即
嬰
為

異
形
、
須
央
便
滅
。
記
恥
加
吋
耐
郡
活
釦
埒
．
年
船
御
率
。

『
晉
書
』
巻
四
十
九
院
贈
偲

玩
贈
字
千
里
、
（
…
…
）
贈
素
執
無
鬼
論
、
物
莫
能
難
、
毎
自

謂
此
理
足
可
以
辮
正
幽
明
。
忽
有9
9

「
客
涌
l

名
詣
贈
、
寒
温
畢
、
聯

談
名
理
。
客
甚
有
才
辮
。
贈
典
之
言
良
久
、
及
鬼
紳
之
事
、
反
覆

甚
苦
、
客
遂
屈
。
乃
作
色
曰
、
「
鬼
紳
古
今
聖
賢
所
共
偲
、
君
何

得
獨
言
無
。
即
僕
便
是
鬼
。
」
於
是
須
央
消
滅
。
郷
訟
加
呵
．
毎
底
鉗

太
眠
。
・
・
御
廠
聡
．．
 

郷
架
約
釦
犀
吋
断
兜
コ
廿
。

引
『
幽
明
録
』
及
び
玩
贈
伝
、
い
ず
れ
の
記
事
に
お
い
て

も
大
ま
か
な
部
分
で
は
違
い
は
無
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

細
か
く
見
て
い
く
と
、
や
は
り
字
句
の
違
い
が
見
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
冒
頭
の
傍
線
を
施
し
た
部
分
は
、
『
太
平
御
覧
』
巻
六

(42) 
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百
十
七
の
記
事
よ
り
は
、
『
晋
書
』
玩
瞭
伝
に
近
い
。
特
に
波
線

を
施
し
た
部
分
は
、
『
太
平
御
覧
』
巻
六
百
一
十
七
に
「
忽
ち
―
鬼

の
姓
名
を
通
ず
る
有
り
、
客
と
作
り
て
玩
に
詣
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、

各
類
書
の
記
事
で
は
院
瞭
の
も
と
を
訪
れ
た
客
が
鬼
で
あ
る
こ
と
が

予
め
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
『
晋
書
』
玩
瞭
伝
の

ほ
う
は
、
「
忽
ち
―
客
の
通
名
す
る
有
り
て
、
瞭
に
詣
る
」
と
、
突

然
客
が
や
っ
て
き
て
、
後
に
こ
の
客
が
玩
瞭
と
の
論
争
に
敗
れ
て
、

次
に
、
第
八
巻
第
二
三
五
条
「
焚
惑
星
」
を
挙
げ
る
。

始
め
て
正
体
を
暴
露
す
る
と
い
う
筋
に
な
っ
て
い
る
。
話
の
運
び
か

ら
考
え
て
も
予
め
客
の
正
体
を
明
か
さ
な
い
『
晋
書
』
玩
瞭
伝
の
ほ

う
が
お
も
し
ろ
く
、
『
捜
神
記
』
第
三
七
八
条
は
、
表
に
見
え
る
最

後
の
破
線
部
以
外
は
『
晋
書
』
の
記
事
に
概
ね
従
っ
て
い
る
。

『

捜

紳

記

』

第

八

巻

第

二

三

五

條

「

焚

惑

星

」

『

三

國

志

』

呉

書

孫

皓

偲

注

引

『

捜

紳

記

』

呉
以
草
創
之
國
、
信
不
堅
固
、
邊
屯
守
将
‘
皆
質
其
妻
子
、
名
曰
呉
以
草
創
之
國
、
信
不
堅
固
邊
屯
守
将
‘
皆
質
其
妻
子
、
名
曰

「
保
質
」
。
童
子
少
年
、
以
類
相
典
娯
遊
者
、
日
有
十
敷
。
孫
休
永
「
保
質
」
。
童
子
少
年
、
以
類
相
典
嬉
遊
者
、
日
有
十
敷
。
永
安

安
ヨ
年
三
月
、
有
一
異
兒
、
長
四
尺
餘
、
年
可
六
七
歳
、
衣
宵
衣
、
ゴ
年
三
月
、
有
一
異
兒
、
長
四
尺
餘
、
年
可
六
七
歳
、
衣
青
衣
、

忽
来
従
草
兒
戯
。
諸
兒
莫
之
識
也
。
皆
問
曰
「
爾
誰
家
小
兒
、
今
日
来
従
草
兒
戯
。
諸
兒
莫
之
識
也
。
皆
問
曰
「
爾
誰
家
小
兒
、
今
日

忽
来
？
」
答
曰
「
見
爾
箪
戯
柴
、
故
来
耳
。
」
詳
而
視
之
、
眼
有
光
忽
来
？
」
答
曰
「
見
爾
露
戯
柴
、
故
来
耳
。
」
詳
而
視
之
、
眼
有

芦
鍮
鍮
外
射
。
諸
兒
畏
之
、
重
問
其
故
、
兒
乃
答
曰
‘
「
爾
恐
我
光
ビ
、
鍮
鍮
外
射
。
諸
兒
畏
之
、
重
問
其
故
、
兒
乃
答
曰
、
「
爾

乎
？
我
非
人
也
、
乃
焚
惑
星
也
。
将
有
以
告
爾
、
三
公
蹄
於
司
馬
。
」
悪
我
乎
？
我
非
人
也
、
乃
焚
惑
星
也
。
賠
有
以
告
爾
、
三
公
鉗
‘

諸
兒
大
驚
。
或
走
告
大
人
。
大
人
馳
往
観
之
。
兒
曰
、
「
舎
爾
去
乎
！
」
都
鰍
姫
5

]

．
諸
兒
大
驚
゜
或
走
告
大
人
。
大
人
馳
往
観
之
。
兒
曰
‘

盛
身
而
躍
‘
即
以
化
芙
゜
仰
而
視
之
、
若
曳
一
疋
練
以
登
天
。
大
人
「
舎
爾
去
乎
！
」
盛
身
而
躍
、
即
以
化
芙
゜
仰
而
視
之
、
若
引
一

来
者
、
猶
及
見
焉
。
瓢
諷
漸
高
、
有
頃
而
没
。
時
呉
政
峻
急
‘
莫
敢
匹
練
以
登
天
。
大
人
来
者
、
猶
及
見
焉
。
諷
親
漸
高
、
有
頃
而
没
。

宣
也
。
総
四
犀
岡
蜀
亡9

9

、
六
年
而
魏
際
、
＇
「
一
丑
'
ー

9

「9

ー9

国
揺
嵐
ぃ
‘
是
蹄
時
呉
政
峻
急
‘
莫
敢
宣
也
。
後9

五
，
＇
隼
而
蜀

9

9

亡，＇ヽ，ー
9

i

バ
年
云
叫
晉
興

1
,

ー9

りー

於

司

馬

也

。

是

面

哭

滅

、

司

馬

如

芙

。
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右
の
表
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
第
八
巻
第
二
三
五
条
「
焚
惑
星
」

は
基
本
的
に
『
三
国
志
』
注
引
『
捜
神
記
』
に
依
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
事
件
の
起
こ
っ
た
年
は
恐
ら
く
『
晋
書
』
五
行
志
の
記
事
に
依

っ
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
の
波
線
を
付
し
た
箇
所
は
、
『
三
国
志
』

注
に
は
依
ら
ず
、
『
晋
書
』
五
行
志
の
記
事
に
依
っ
て
改
め
ら
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
『
捜
神
記
』
第
六
・
七
巻
以
外
に
も
、
正
史
五
行
志

の
記
事
に
よ
っ
て
改
め
ら
れ
て
い
る
記
事
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

更
に
興
味
深
い
点
と
し
て
、
『
捜
神
記
』
第
二
三
五
条
「
焚
惑
星
」

の
記
事
は
、
焚
惑
星
の
化
身
た
る
童
子
が
呉
の
滅
亡
の
予
言
と
し
て

「
三
公
司
馬
に
帰
せ
ん
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
『
三
国
志
』

注
引
『
捜
神
記
』
の
記
事
も
『
晋
書
』
五
行
志
の
記
事
も
、
「
三
公
銀

か
れ
、
司
馬
に
如
く
」
と
な
っ
て
お
り
、
予
言
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

銀
と
如
が
押
韻
し
て
い
る
後
者
の
ほ
う
が
相
応
し
い
と
わ
た
し
は
考

え
る
の
だ
が
、
な
ぜ
か
『
捜
神
記
』
の
記
事
は
「
三
公
帰
於
司
馬
」

『
晉
書
』
巻
二
十
八
五
行
志
中
詩
妖

孫
休
永
安
ヨ
年
（
注
9
)
、
将
守
質
子
草
遊
嬉
戯
、
有
異
兒
忽
来
言

曰
「
一
'
[
容
殿
．．
 

郡
尉
郷
．
゜
'
]
又
曰
‘
「
我
非
人
、
焚
惑
星
也
。
」
言

畢
上
昇
‘
仰
視
若
曳
一
疋
練
有
頃
没
。
干
賓
曰
「
後
四
年
而
蜀
亡
1
¥

＇｛バ犀而魏曖ー
9

、'
1

↓「+
9
ー9ー「犀而面翠平ー
9
6
'
]

於
是
九
服
蹄
晉
。
魏
典
呉

蜀
並
戦
国
、
「
三
公
組
、
司
馬
如
」
之
謂
也
。

と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
箇
所
は
『
捜
神
記
』
の
編
纂
者
が
何
ら
か
の
理
由
で
独
自
に

改
め
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
他
の
十
八
巻
の
記
事
に
つ
い
て
も
二
例
挙
げ
て
論
じ
た
。

本
稿
で
は
及
ば
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
ら
少
数
例
か
ら
考
え
る
に
、
本

当
は
も
っ
と
様
々
な
記
事
や
要
素
が
、
編
纂
者
に
よ
っ
て
細
か
く
周

到
に
組
み
合
わ
さ
れ
て
成
立
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
第
六
•
七
巻
だ
け
が
偽
託
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な

い
の
で
あ
る
。

第
三
章

二
十
巻
本
『
捜
神
記
』
は
輯
本
に
別
の
要
素
が
加
わ
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
恐
ら
く
は
原
書
『
捜
神
記
』
に
は
存
在
し
え
な
か
っ
た
と
考

二
十
巻
本
『
捜
神
記
』
の
編
纂
者
を
め
ぐ
る
問
題
に

つ
い
て
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え
ら
れ
る
要
素
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
二
十
巻
本
『
捜
神
記
』
の
編
者
は
誰
な
の
か
と
い
う
問

題
も
あ
り
、
引
い
て
は
刊
行
者
が
即
ち
輯
侠
者
な
の
か
と
い
う
問
題

も
は
ら
ん
で
く
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
明
末
に
お
け
る
『
捜
神
記
』
出
版

に
つ
い
て
」
（
『
待
兼
山
論
叢
』
第
三
十
二
号
一
九
九
八
年
）
に
お

い
て
も
述
べ
た
が
、
本
論
に
お
い
て
も
、
も
う
一
度
触
れ
た
い
。

『
四
庫
提
要
』
は
編
纂
者
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

述
べ
る
。胡

應
麟
『
甲
乙
剰
言
』
に
日
く
「
銚
叔
詳
（
叔
詳
は
銚
士
舜
の

字
）
余
（
胡
應
麟
）
が
家
蔵
の
書
目
に
干
賓
『
捜
紳
記
』
有
る

を
見
、
大
い
に
駿
き
て
曰
く
、
〈
果
た
し
て
是
の
書
有
り
や
〉

と
。
余
之
に
應
じ
て
曰
く
〈
此
れ
『
法
苑
〔
珠
林
〕
』
・
『
〔
太

平
〕
御
覧
』
・
『
藝
文
〔
類
緊
〕
』
・
『
初
學
〔
記
〕
』
『
〔
北
堂
〕

書
紗
』
諸
書
中
従
り
録
出
す
る
に
過
ぎ
ざ
る
の
み
。
登
に
金
函
・

石
直
幽
巖
土
窟
従
り
掘
り
得
た
ら
ん
や
と
。
大
抵
の
後
出
の

皆
此
の
類
な
り
〉
と
。
」
こ
の
言
允
な
り
。

こ
れ
を
見
る
と
明
末
古
文
辞
派
に
属
し
て
い
た
文
人
胡
応
麟
の
家

に
は
、
唐
宋
の
類
書
か
ら
『
捜
神
記
』
の
記
事
を
輯
侠
し
て
編
纂
し

た
輯
本
『
捜
神
記
』
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

二
十
巻
本
『
捜
神
記
』
が
収
め
ら
れ
て
い
る
叢
書
『
秘
冊
彙
函
』

の
編
纂
に
は
、
浙
江
省
海
塩
県
の
郷
紳
胡
震
亨
と
挑
士
舜
、
そ
し
て

嘉
興
県
の
沈
士
龍
ら
が
携
わ
っ
て
い
た
。

右
の
記
事
よ
り
す
れ
ば
、
胡
応
麟
の
家
蔵
し
て
い
た
干
宝
『
捜
神

記
』
を
胡
震
亨
ら
が
入
手
し
、
『
秘
冊
彙
函
』
に
収
め
た
と
も
考
え

ら
れ
る
。

そ
の
一
方
で
、
胡
震
亨
ら
が
独
自
に
二
十
巻
本
『
捜
神
記
』
を
編

纂
し
た
と
い
う
説
も
あ
る
。
そ
れ
は
小
南
一
郎
氏
「
干
宝
『
捜
神
記
』

の
編
纂
（
下
）
」
（
『
東
方
学
報
』
京
都
第
七
十
冊
一
九
九
八
年
）

の
論
で
あ
る
。
氏
は
二
十
巻
本
『
捜
神
記
』
の
序
文
に
胡
応
麟
か
ら

出
た
も
の
と
い
う
記
述
が
無
い
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
次
の
よ
う
に
述

べ
る
。

も
し
こ
こ
で
想
像
を
退
し
く
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら

ば
、
次
の
よ
う
に
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
胡
応

麟
の
手
も
と
に
あ
っ
た
「
捜
神
記
」
の
テ
キ
ス
ト
を
挑
士
舜
と

胡
震
亨
は
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
わ
ざ
わ
ざ
書

目
で
見
た
と
云
っ
て
い
る
の
は
、
実
物
を
ち
ゃ
ん
と
見
せ
て
も

ら
え
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
挑
士
舜
が
「
捜
神

記
」
を
見
た
い
と
求
め
た
と
き
、
胡
応
麟
は
「
書
物
に
詳
し
い

方
に
は
お
示
し
し
た
く
な
い
（
不
敢
以
胎
知
者
）
」
と
云
っ
た

と
、
「
見
只
編
」
巻
中
に
あ
る
。
し
か
し
彼
ら
二
人
に
は
、
「
捜

神
記
」
を
出
版
し
た
い
と
い
う
強
い
気
持
ち
が
あ
っ
た
。
彼
ら
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が
「
捜
神
記
」
に
執
着
し
た
の
は
、
二
人
の
郷
里
で
あ
る
海
塩

（
浙
江
省
）
の
地
が
、
第
二
章
の
最
初
に
も
見
た
よ
う
に
、
そ

こ
に
干
宝
の
父
の
墓
が
あ
る
と
の
伝
説
が
あ
っ
て
、
干
氏
一
族

と
関
係
薄
か
ら
ぬ
土
地
で
あ
っ
た
こ
と
と
関
わ
っ
て
い
た
。
郷

里
の
先
賢
だ
と
さ
れ
る
干
宝
の
「
捜
神
記
」
を
ど
う
し
て
も
自

分
た
ち
の
手
で
出
版
し
た
い
と
願
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

や
む
を
得
ず
、
こ
の
二
人
の
身
辺
で
、
胡
応
麟
の
テ
キ
ス
ト
と

は
別
に
、
類
書
な
ど
を
用
い
て
、
「
捜
神
記
」
復
元
の
作
業
が

行
わ
れ
た
。
（
中
略
）
こ
の
よ
う
に
し
て
復
元
さ
れ
た
「
捜
神

記
」
は
、
通
行
の
「
晋
書
」
干
宝
伝
の
記
事
を
参
考
に
し
て
、

二
十
巻
本
に
仕
立
て
ら
れ
、
「
秘
冊
彙
函
」
に
収
め
ら
れ
て
出

版
さ
れ
た
。

小
南
氏
は
「
想
像
を
退
し
く
す
る
な
ら
ば
」
と
述
べ
る
が
、
ま
っ

た
＜
根
拠
が
無
い
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
王
士
禎
『
居
易

録
』
巻
六
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

萬
暦
の
間
、
學
士
多
く
個
書
を
撰
し
て
以
て
世
を
欺
く
。
『
天

緑
閣
外
史
』
の
類
の
如
し
。
人
多
く
之
を
知
る
。
今
類
書
中

刻
せ
ら
る
所
の
唐
韓
郡
『
歳
華
紀
麗
』
は
乃
ち
海
盤
胡
震
亨
孝

帳
（
孝
帳
は
胡
震
亨
の
字
）
陵
子
の
造
る
所
、
其
の
友
銚
士
舜

叔
詳
の
作
な
り
。
然
れ
ど
も
李
太
常
中
麓
（
中
麓
は
李
開
先
の

賊
太
常
は
官
職
名
）
「
韓
熙
載
撰
『
歳
華
紀
麗
』
」
と
云
う
（
注

IO)
。
登
に
悉
の
一
書
な
ら
ん
や
。
銚
（
士
舜
）
に
『
後
梁
春
秋
』

如
干
巻
有
り
、
惜
む
ら
く
は
未
だ
見
ず
。

唐
韓
郡
『
歳
華
紀
麗
』
と
い
う
の
は
胡
震
亨
『
秘
冊
彙
函
』
に
納

め
ら
れ
て
い
る
書
物
の
―
つ
で
あ
る
。
こ
の
書
に
対
し
て
清
代
の
王

士
禎
は
胡
震
亨
．
挑
士
舜
の
偽
作
で
あ
る
と
述
べ
る
。
も
し
王
士
禎

の
述
べ
る
通
り
で
あ
る
な
ら
ば
、
二
十
巻
本
『
捜
神
記
』
も
胡
震
亨

ら
の
作
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、
や
は
り
決
定
的
な
資
料
が
現
在
の
と
こ
ろ
見
あ
た
ら
な
い

た
め
、
何
と
も
言
え
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
、

二
十
巻
本
『
捜
神
記
』
の
編
纂
者
が
誰
か
と
い
う
問
題
は
、
新
資
料

が
出
な
い
限
り
未
詳
で
あ
る
。
更
に
は
編
纂
者
が
ど
の
よ
う
な
意
図

か
ら
、
各
条
の
説
話
に
手
を
加
え
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
明
ら
か

に
し
え
な
い
。

さ
て
、
編
纂
者
が
誰
か
と
い
う
問
題
は
別
と
し
て
も
、
二
十
巻
本

『
捜
神
記
』
は
原
書
『
捜
神
記
』
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
二
十
巻

本
『
捜
神
記
』
を
扱
う
際
に
は
、
注
紹
櫓
の
校
注
に
従
っ
て
、
類
書

の
記
事
に
当
た
る
と
い
う
作
業
が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
必
要
で
あ

る。

結
論
と
今
後
の
課
題
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今
回
の
検
証
に
よ
り
次
の
よ
う
に
結
論
を
述
べ
る
。

一
、
「
正
史
五
行
志
抄
録
説
」
も
、
そ
れ
に
対
す
る
余
嘉
錫
の
反

論
も
ど
ち
ら
も
、
『
捜
神
記
』
第
六
・
七
巻
の
一
側
面
し
か
言
い
得
て

い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
二
十
巻
本
『
捜
神
記
』
の
第
六
・
七
巻
は
、

類
書
所
引
『
捜
神
記
』
の
記
事
と
正
史
五
行
志
の
記
事
と
両
者
を
組

み
合
わ
せ
て
成
立
し
て
い
る
。

二
、
今
回
挙
げ
た
各
記
事
の
校
合
結
果
よ
り
す
れ
ば
、
各
条
の
説

話
は
、
細
か
い
部
分
ま
で
に
字
句
の
変
更
が
見
ら
れ
、
二
十
巻
本
『
捜

神
記
』
を
編
纂
し
た
人
物
が
、
か
な
り
周
到
に
二
十
巻
本
『
捜
神
記
』

に
手
を
加
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

三
、
二
十
巻
本
『
捜
神
記
』
の
編
纂
者
は
、
幅
広
く
書
籍
を
閲
覧

す
る
機
会
に
恵
ま
れ
て
お
り
、
二
十
巻
本
『
捜
神
記
』
も
、
明
末
当

時
、
印
刷
技
術
の
向
上
に
よ
っ
て
大
量
の
出
版
が
可
能
だ
っ
た
時
代

状
況
の
所
産
で
あ
る
。

し
か
し
、
本
論
は
『
四
庫
提
要
』
や
余
嘉
錫
『
四
庫
提
要
弁
証
』

な
ど
従
来
の
研
究
に
基
づ
き
、
二
十
巻
本
『
捜
神
記
』
が
、
『
法
苑

珠
林
』
・
『
太
平
御
覧
』
・
『
芸
文
類
漿
』
・
『
初
学
記
』
・
『
北
堂
書
紗
』

な
ど
、
唐
宋
の
類
書
か
ら
輯
侠
し
て
成
立
し
て
い
る
と
い
う
前
提
の

下
に
検
証
し
た
。
二
十
巻
本
『
捜
神
記
』
の
成
立
事
情
に
つ
い
て
は
、

他
の
可
能
性
も
全
く
考
え
ら
れ
な
い
訳
も
な
い
が
、
現
時
点
で
は
こ

う
し
た
前
提
に
立
脚
し
て
お
く
の
が
最
も
妥
当
で
あ
ろ
う
。

(
3
 

(
2
)
 

ー
二
十
巻
本
『
捜
神
記
』
の
テ
キ
ス
ト
に
関
し
て
は
今
後
研
究
す
る

際
に
、
二
つ
の
方
向
性
が
あ
る
と
考
え
る
。

―
つ
は
解
体
し
て
い
く
方
向
で
あ
る
。
つ
ま
り
注
紹
檻
氏
の
校
注

を
参
考
に
し
、
も
う
一
度
類
書
所
引
『
捜
神
記
』
の
記
事
を
並
べ
直

す
作
業
で
あ
る
。

そ
し
て
も
う
―
つ
は
、
『
捜
神
記
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト
が
ど
の
よ

う
な
流
れ
を
経
て
現
在
に
至
る
の
か
を
、
当
時
の
社
会
・
文
化
情
勢

と
関
連
づ
け
て
考
察
す
る
方
向
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
中
国
に
お
け
る

文
言
小
説
の
流
れ
を
再
考
察
す
る
上
で
も
興
味
深
い
テ
ー
マ
で
あ
る

と
考
え
る
。

こ
れ
ら
の
方
向
性
に
関
す
る
考
察
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

『
後
漢
書
』
は
劉
宋
疸
嘩
の
撰
で
あ
る
が
、
完
成
を
見
る
前
に
疸

嘩
は
殺
害
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
現
行
本
『
後
漢
書
』
の
う
ち
「
志
」
の

部
分
は
、
後
人
が
西
晋
司
馬
彪
『
続
漢
書
』
よ
り
補
っ
た
も
の
で
あ

る。
今
回
本
稿
が
校
合
す
る
際
に
は
、
各
類
書
の
引
用
す
る
『
捜
神
記
』

の
記
事
と
、
同
内
容
の
正
史
五
行
史
の
記
事
と
を
用
い
た
。

二
十
巻
本
『
捜
神
記
』
の
編
纂
者
は
類
書
所
引
『
捜
神
異
記
』
も
採

用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
『
捜
神
記
』
と
『
捜
神
異
記
』

注
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が
同
一
の
書
か
別
物
で
あ
る
か
は
未
詳
。

(
4
)

第
六
巻
第
―
二
四
条
「
牛
足
出
背
」
と
第
一
五
二
条
「
牛
生
角
」
と

は
、
『
法
苑
珠
林
』
巻
八
十
七
の
一
記
事
が
二
つ
に
分
か
れ
て
、
そ
れ

ぞ
れ
、
独
立
し
た
条
目
と
な
っ
て
い
る
。

第
六
巻
一
三
八
条
「
木
生
人
状
」
と
第
一
四
二
条
「
個
樹
自
立
」
は

『
法
苑
珠
林
』
巻
八

0
の
一
記
事
が
二
つ
に
分
か
れ
て
、
五
行
志
の
記

事
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
。

(
5
)

第
六
巻
の
分
類
結
果
は
次
の
通
り
。

6
ー
R
…
第
一
〇
二
条
・
第
一

0
三
条
・
第
一

0
五
条
・
第
一
〇
六
条
・
第

1
0
七
条
•
第
一
〇
八
条
・
第
一
〇
九
条
・
第
一
―
二
条
・
第
一

―
四
条
（
但
し
『
法
苑
珠
林
』
所
引
『
捜
神
異
記
』
）
・
第
一

一
五
条
・
第
一
―
六
条
（
但
し
『
法
苑
珠
林
』
所
引
『
捜
神

異
記
』
）
•
第
―
二
三
条
・
第
―
二
五
条
（
但
し
五
行
志
の
記

事
も
同
様
）
・
第
一
三
一
条
・
第
一
三
三
条
・
第
一
三
四
条
・
第

一
三
五
条
・
第
一
四
六
条
・
第
一
四
九
条
（
但
し
『
後
漢
書
』

五
行
志
劉
昭
注
引
『
捜
神
記
』
）
・
第
一
五
二
条
・
第
一
五
三

条
・
第
一
五
五
条
・
第
一
五
七
条
・
第
一
六
一
条
・
第
一
六
三
条

6

ー
®
…
第
一
―
〇
条
・
第
一
―
一
条
•
第
一
―
八
条
•
第
一
―
九
条
・
第

―
二

O
条
・
第
―
ニ
―
条
・
―
二
二
条
・
第
―
二
四
条
・
第
一
三

0
条
・
第
一
三
八
条
・
第
一
四

0
条
・
第
一
四
一
条
・
第
一
四
二

条
・
第
一
四
五
条
・
第
一
四
七
条
・
第
一
五
九
条
（
但
し
『
法

苑
珠
林
』
所
引
『
捜
神
異
記
』
と
の
組
み
合
わ
せ
）
・
第
一

(
6
 

六
八
条
（
こ
の
記
事
は
、
『
後
漢
書
』
五
行
志
劉
昭
注
引
『
捜

神
記
』
と
、
『
後
漢
書
』
五
行
志
と
の
組
み
合
わ
せ
）

6

ー
©
…
第
一
―
七
条
・
第
―
二
六
条
・
第
―
二
八
条
・
第
一
三
二
条
•
第

―
四
四
条
・
第
一
五
一
条
・
第
一
五
六
条
・
第
一
五
八
条
・
第
一

六
0
条
（
但
し
、
『
後
漢
書
』
五
行
志
劉
昭
注
『
風
俗
通
』

に
同
じ
〔
『
風
俗
通
』
侠
文
〕
）
•
第
一
六
二
条
・
第
一
六
四
条

（
但
し
、
『
後
漢
書
』
五
行
志
劉
昭
注
引
『
風
俗
通
』
に
同

じ
〔
『
風
俗
通
』
侠
文
〕
）
・
第
一
六
五
条
・
第
一
六
六
条
・
第

一
六
七
条
・
第
一
六
九
条
・
第
一
七
一
条
・
第
一
七
二
条
・
第
一

七
五
条
・
第
一
七
七
条
・
第
一
七
八
条

6
I
◎
…
第
一

0
四
条
・
第
一
―
三
条
・
第
―
二
七
条
．
―
二
九
条
・
第
一

三
六
条
・
第
一
三
七
条
第
一
三
九
条
・
第
一
四
三
条
・
第
一
四

八
条
・
第
一
五
〇
条
・
第
一
五
四
条
・
第
一
七
〇
条
・
第
一
七
三

条
・
第
一
七
四
条
・
第
一
七
六
条

第
七
巻
の
分
類
結
果
は
次
の
通
り
。

7

ー
®
…
第
一
七
九
条
・
第
一
八
二
条
•
第
一
八
八
条
•
第
一
九
六
条
•
第

二―

0
条
・
第
ニ
―
九
条

7

ー
®
…
第
一
八
一
条
•
第
一
八
四
条
・
第
一
八
六
条
•
第
一
八
七
条
・
第

一
八
九
条
・
第
一
九
0
条
•
第
一
九
一
条
・
第
一
九
五
条
・
第
二

0
四
条
•
第
二
0
五
条
•
第
ニ
―
三
条
・
第
ニ
―
四
条
•
第
ニ
―

五
条
・
第
二
ニ
―
条
•
第
ニ
二
四
条

7

ー
©
：
第
一
八
〇
条
・
第
一
八
三
条
•
第
一
八
五
条
・
第
九
二
条
•
第
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一
九
三
条
•
第
一
九
四
条
•
第
一
九
七
条
・
第
一
九
八
条
•
第
二

0
0
条
・
第
二
0

一
条
•
第
二
0
二
条
・
第
二
0
三
条
•
第
二
〇

七
条
•
第
二
〇
八
条
・
第
二
0
九
条
・
第
ニ
―
一
条
・
第
ニ
―
二

条
・
第
ニ
―
七
条
•
第
ニ
―
八
条
・
第
二
二
〇
条
・
第
二
二
二
条
・

第
二
二
五
条
・
第
二
二
六
条

7

1
◎
…
第
一
九
九
条
・
第
二

0
六
条
・
第
ニ
―
六
条
・
第
二
二
三
条

(
7
)
井
上
進
「
蔵
書
と
読
書
」
（
『
東
方
学
報
』
京
都
第
六
十
二
冊
創
立

六
十
周
年
記
念
論
集
・
一
九
九

0
年
三
月
）
・
大
木
康
「
明
末
江
南
に
お

け
る
出
版
文
化
の
研
究
」
（
『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
五
十
巻
特
輯

号
一
・
一
九
九
一
年
一
月
）
な
ど

(
8
)

『
晋
書
』
本
伝
に
、
「
性
は
陰
陽
術
数
を
好
み
、
京
房
・
夏
侯
勝
等
の

伝
を
留
思
す
」
と
あ
る
。

(
9
)
中
華
書
局
『
晋
書
』
五
行
志
当
該
記
事
の
校
注
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

永
年
二
年

「
二
年
」
、
各
本
「
三
年
」
に
作
る
、
今
宋
本
に
従
う
。
『
冊

府
（
元
亀
）
』
八
九
四
・
『
呉
志
〔
『
三
國
志
』
呉
書
〕
』
孫
皓

偲
引
『
捜
紳
記
』
・
『
宋
志
〔
宋
書
五
行
志
〕
』
二
倶
に
「
ニ

年
」
に
作
る
。

こ
の
記
事
か
ら
す
れ
ば
、
『
捜
神
記
』
本
文
の
年
号
が
『
晋
書
』
五

行
志
に
依
っ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
編
纂
者
が
、
『
晋
書
』
を
見
た
際

に
、
宋
本
で
は
な
い
テ
キ
ス
ト
を
見
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

(
1
0
)
こ
の
箇
所
は
、
恐
ら
く
李
開
先
の
蔵
書
目
録
に
関
す
る
記
事
と
思
わ

れ
る
。
し
か
し
李
開
先
の
書
目
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
『
四

庫
提
要
』
子
部
・
芸
術
類
存
目
『
中
麗
画
品
』
に
「
『
明
史
』
文
苑
伝

陳
束
伝
中
に
付
載
し
て
称
せ
ら
く
〈
其
の
性
蓄
書
を
好
み
、
蔵
書
の

名
天
下
に
聞
こ
ゆ
〉
と
。
今
其
の
書
目
伝
わ
ら
ず
、
乃
ち
其
の
『
画

品
』
伝
わ
る
」
と
あ
る
。
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